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特  集
蔡英文政権の成立と
台湾政治の今後

● 

原
発
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

　

台
湾
で
は
一
九
七
八
年
か
ら
一
九
八

四
年
に
か
け
て
運
転
を
開
始
し
た
第
一

原
発
、
第
二
原
発
、
第
三
原
発
に
加
え

て
、
一
九
九
九
年
か
ら
第
四
原
発
の
建

設
が
行
わ
れ
て
き
た
。
第
一
原
発
か
ら

第
三
原
発
ま
で
は
い
ず
れ
も
戒
厳
令
下

で
建
設
さ
れ
、
表
立
っ
た
反
対
運
動
は

行
わ
れ
な
か
っ
た
。
第
四
原
発
は
民
主

化
の
過
程
で
計
画
が
本
格
化
し
、
周
辺

地
域
の
住
民
、
環
境
保
護
団
体
、
市
民

の
激
し
い
反
対
運
動
が
起
こ
っ
た
。

　

反
原
発
運
動
、
環
境
保
護
運
動
は
民

進
党
と
強
い
つ
な
が
り
を
持
ち
、
民
進

党
は
そ
の
結
党
以
来
、
脱
原
発
を
党
是

と
し
て
き
た
。
こ
の
政
策
は
二
〇
〇
〇

年
の
陳
水
扁
政
権
の
発
足
時
に
は
第
四

原
発
の
建
設
中
止
問
題
を
め
ぐ
る
政
治

的
混
乱
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
後
の
政

権
運
営
を
不
安
定
化
さ
せ
た
。
立
法
院

で
多
数
を
占
め
た
国
民
党
の
抵
抗
に
よ

り
陳
水
扁
政
権
は
第
四
原
発
の
建
設
を

停
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
蔡

英
文
政
権
も
二
〇
二
五
年
ま
で
の
脱
原

発
を
め
ざ
し
て
い
る
が
、
馬
英
九
政
権

に
よ
り
す
で
に
二
〇
一
四
年
四
月
に
第

四
原
発
の
建
設
凍
結
が
決
め
ら
れ
て
お

り
、
蔡
英
文
政
権
発
足
時
に
は
原
発
問

題
は
す
で
に
政
治
的
な
争
点
で
は
な
か

っ
た
。
第
四
原
発
を
推
進
し
て
い
た
馬

英
九
政
権
の
方
針
転
換
の
主
な
原
因
は
、

同
年
三
月
の
「
ひ
ま
わ
り
学
生
運
動
」

に
続
い
て
大
規
模
な
反
原
発
デ
モ
が
行

わ
れ
て
い
た
状
況
下
で
、
原
発
が
政
治

的
な
争
点
と
な
っ
て
選
挙
に
影
響
す
る

こ
と
を
避
け
た
た
め
と
さ
れ
る
。

　

既
存
の
第
一
、
第
二
、
第
三
原
発
が

停
止
す
る
に
つ
れ
て
電
力
不
足
に
陥
る

と
の
懸
念
が
産
業
界
等
か
ら
示
さ
れ
て

い
る
。
最
近
の
台
湾
の
電
力
供
給
に
占

め
る
原
子
力
の
比
率
は
一
五
％
弱
程
度

で
あ
る
。
蔡
英
文
政
権
は
重
点
政
策
に

あ
げ
る「
五
大
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
計
画
」

の
ひ
と
つ
に
「
グ
リ
ー
ン･

エ
ネ
ル
ギ

ー
」
を
含
め
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
推
進
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
を
進
め

る
こ
と
に
よ
り
、
供
給
不
足
に
陥
る
こ

と
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

● 

環
境
保
護
政
策

　

蔡
英
文
政
権
の
行
政
院
環
境
保
護
署

長
に
は
李
應
元
立
法
委
員
が
、
副
署
長

の
一
人
に
詹
順
貴
弁
護
士
が
就
任
し
た
。

李
署
長
は
一
九
八
〇
年
代
、
ア
メ
リ
カ

留
学
中
に
台
湾
独
立
運
動
を
行
っ
た
た

め
に
入
国
禁
止
の
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に

載
り
、
密
入
国
で
帰
国
し
て
逮
捕
さ
れ

た
経
歴
を
持
つ
。
出
獄
後
は
立
法
委
員
、

行
政
院
労
工
委
員
会
主
任
委
員
等
を
歴

任
し
た
。
詹
副
所
長
は
環
境
運
動
の
活

動
家
で
弁
護
士
と
し
て
数
多
く
の
環
境

訴
訟
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
環
境
保
護

の
他
に
も
、
先
住
民
の
権
利
回
復
や
農

地
の
強
制
徴
収
等
の
社
会
問
題
で
活
躍

し
て
き
た
。
詹
副
署
長
が
弁
護
士
と
し

て
関
わ
っ
て
き
た
訴
訟
の
多
く
は
環
境

寺
尾 

忠
能

脱
原
発
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
環
境
影
響
評
価

―
―
「
社
運
次
長
」
に
よ
る
改
革
の
試
み
―
―

影
響
評
価
に
関
わ
る
行
政
訴
訟
で
、
被

告
は
環
境
影
響
評
価
制
度
を
担
当
す
る

環
境
保
護
署
で
あ
っ
た
。

　

五
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
就
任
後
最

初
の
会
見
で
、
李
署
長
は
太
魯
閣
国
家

公
園
の
な
か
に
位
置
す
る
ア
ジ
ア
セ
メ

ン
ト
社
の
石
灰
石
採
石
場
に
対
す
る
採

掘
許
可
を
延
長
し
な
い
方
針
を
表
明
し

た
。
ま
た
翌
日
に
立
法
院
で
行
わ
れ
た

業
務
報
告
で
は
、
国
家
公
園
内
の
採
石

問
題
の
他
、
地
方
政
府
に
よ
る
一
般
廃

棄
物
焼
却
施
設
の
建
設
を
推
進
し
て
き

た
政
策
の
見
直
し
、
西
海
岸
の
中
部
か

ら
南
部
に
か
け
て
深
刻
化
し
て
い
る
Ｐ

Ｍ
２
・
５
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
大
気
汚

染
へ
の
取
り
組
み
等
を
報
告
し
た
。

● 

環
境
影
響
評
価
制
度

　

中
央
政
府
レ
ベ
ル
の
環
境
影
響
評
価

制
度
は
一
九
九
四
年
一
二
月
に
制
定
さ

れ
た
環
境
影
響
評
価
法
に
基
づ
く
。
事

業
者
か
ら
環
境
影
響
説
明
書
・
報
告
書

を
受
け
取
り
審
査
す
る
機
関
は
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
監
督
す
る
官
庁
で
は
な
く
環

境
保
護
署
で
あ
り
、
環
境
保
護
署
に
事

実
上
の
拒
否
権
が
あ
る
。
審
査
委
員
会

の
委
員
の
三
分
の
二
を
学
識
経
験
者
か

ら
選
ぶ
こ
と
や
、
周
辺
住
民
の
意
見
を

専
門
家
に
代
弁
さ
せ
る
権
利
を
明
記
し

た
こ
と
等
、
環
境
影
響
評
価
法
は
制
定

時
か
ら
周
辺
住
民
や
環
境
運
動
の
意
見
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の
反
映
が
可
能
な
仕
組
み
を
取
り
入
れ

て
い
た
。
ま
た
二
〇
〇
三
年
の
第
三
次

改
正
で
、
開
発
計
画
に
直
接
被
害
を
受

け
る
周
辺
住
民
で
は
な
く
て
も
関
心
を

持
つ
市
民
が
社
会
全
体
の
公
益
を
守
る

た
め
に
原
告
と
な
る
こ
と
が
で
き
る

「
公
民
訴
訟
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

　

一
九
八
〇
年
代
の
民
主
化
の
過
程
で

は
「
自
力
救
済
」
と
呼
ば
れ
る
激
し
い

環
境
紛
争
が
各
地
で
頻
発
し
た
。
裁
判

は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
ず
、
被
害
を
受

け
る
住
民
た
ち
は
汚
染
を
排
出
す
る
工

場
や
開
発
計
画
を
許
可
し
た
政
府
機
関

等
を
取
り
囲
ん
で
抗
議
す
る
実
力
行
使

を
行
っ
た
。
環
境
行
政
が
整
備
さ
れ
る

に
つ
れ
て
、
自
力
救
済
は
減
少
し
た
。

　

一
九
九
〇
年
代
末
の
司
法
制
度
改
革

に
よ
っ
て
、
環
境
影
響
評
価
の
手
続
き

を
め
ぐ
る
行
政
訴
訟
と
い
う
新
た
な
形

の
環
境
運
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
に
は
政
府
の

開
発
計
画
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
訴

訟
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
代
表

的
な
例
が
中
部
科
学
工
業
園
区（
中
科
）

第
三
期
計
画
の
環
境
影
響
評
価
を
め
ぐ

る
行
政
訴
訟
で
あ
っ
た
。

　

中
科
は
科
学
技
術
部
が
主
管
す
る
ハ

イ
テ
ク
工
業
団
地
で
あ
り
、
第
三
期
計

画
は
二
〇
〇
六
年
に
環
境
影
響
評
価
が

通
過
し
て
建
設
が
進
め
ら
れ
た
。
農
業

や
健
康
へ
の
影
響
を
懸
念
し
た
住
民
ら

は
、
よ
り
詳
し
い
環
境
影
響
評
価
を
行

う
べ
き
と
主
張
す
る
行
政
訴
訟
を
提
訴

し
、
住
民
の
勝
訴
が
二
〇
一
〇
年
一
月

に
最
高
行
政
法
院
で
確
定
し
た
。
中
科

第
三
期
の
環
境
影
響
評
価
は
無
効
と
な

っ
た
。
馬
英
九
政
権
の
沈
世
宏
環
境
保

護
署
長
は
こ
の
判
決
を
批
判
し
、
一
時

は
よ
り
詳
し
い
環
境
影
響
評
価
を
行
わ

ず
、
工
業
団
地
の
建
設
、
操
業
を
続
け

さ
せ
た
。
司
法
権
を
公
然
と
侵
害
す
る

対
応
は
環
境
保
護
署
と
環
境
影
響
評
価

制
度
の
社
会
的
な
信
用
を
失
墜
さ
せ
た
。

●
制
度
改
革
の
試
み

　

六
月
一
〇
日
、
蔡
英
文
総
統
は
林
全

行
政
院
長
ら
多
く
の
関
係
閣
僚
、
高
官

を
自
宅
に
招
き
、
重
点
政
策
と
す
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
、
経
済
建
設
計
画
と
環

境
影
響
評
価
、
お
よ
び
社
会
住
宅
政
策

に
関
し
て
協
議
し
、
指
示
を
行
っ
た
。

環
境
保
護
署
か
ら
は
李
署
長
に
加
え
て

詹
副
署
長
が
招
集
さ
れ
た
。
エ
ネ
ル
ギ

ー
政
策
に
つ
い
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
転

換
、
グ
リ
ー
ン･

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
省
エ

ネ
等
に
加
え
て
、
温
暖
化
対
策
の
推
進

に
つ
い
て
協
議
し
た
。
経
済
建
設
計
画

に
つ
い
て
は
、
五
大
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

計
画
と
関
連
し
て
、
環
境
影
響
評
価
制

度
の
改
革
と
運
用
効
率
の
改
善
が
指
示

さ
れ
た
。
ま
た
五
大
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

計
画
で
推
進
さ
れ
る
ど
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
環
境
影
響
評
価
の
手
続
き
が
必
要

と
な
る
か
、
見
通
し
が
議
論
さ
れ
た
。

　

六
月
二
八
日
、
詹
副
署
長
は
会
見
を

行
い
、
環
境
影
響
評
価
制
度
を
見
直
し
、

環
境
影
響
評
価
法
の
改
正
草
案
を
九
カ

月
以
内
に
作
成
し
、
社
会
影
響
評
価
の

技
術
規
範
の
草
案
を
一
年
半
以
内
に
作

成
す
る
こ
と
な
ど
を
表
明
し
た
。
改
革

案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
現

行
制
度
で
評
価
の
遅
延
の
多
く
は
、
事

業
者
に
よ
る
環
境
影
響
説
明
書
の
作
成

段
階
で
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
が
提
出
さ

れ
て
か
ら
環
境
影
響
審
査
委
員
会
の
審

査
、
公
聴
会
に
よ
る
市
民
参
加
が
行
わ

れ
る
。
審
査
は
環
境
影
響
説
明
書
の
検

討
に
集
中
し
て
し
ま
う
。
環
境
影
響
説

明
書
の
作
成
の
前
に
、
案
件
ご
と
に
設

置
す
る
小
委
員
会
が
現
地
調
査
を
行
っ

て
必
要
な
情
報
を
収
集
し
て
公
開
し
、

早
い
段
階
か
ら
市
民
参
加
を
行
う
こ
と
、

ま
た
小
委
員
会
の
開
催
回
数
を
三
回
ま

で
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
環
境

影
響
説
明
書
の
検
討
に
終
始
す
る
の
で

は
な
く
、
環
境
影
響
そ
の
も
の
を
十
分

に
検
討
し
な
が
ら
、
制
度
を
効
率
的
に

運
用
し
て
所
要
時
間
を
短
縮
す
る
。
ま

た
、
環
境
影
響
説
明
書
を
作
成
す
る
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
と
事
業
者
と
の

「
共
生
関
係
」
が
不
利
な
情
報
の
隠
匿

を
招
い
て
い
る
と
し
て
、
会
社
の
選
定

を
入
札
に
よ
る
も
の
と
し
、
説
明
書
作

成
の
費
用
も
政
府
が
支
出
す
る
。
ま
た

社
会
影
響
評
価
で
は
、
現
行
制
度
で
検

討
さ
れ
な
い
先
住
民
の
文
化
へ
の
影
響

を
評
価
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
改
革
案
が
実
現
す
る
か
ど
う

か
は
不
透
明
で
あ
る
が
、
詹
副
署
長
は

会
見
に
先
立
つ
六
月
二
一
日
、
環
境
運

動
団
体
の
代
表
者
数
十
名
か
ら
制
度
改

革
に
つ
い
て
意
見
聴
取
を
行
っ
て
お
り
、

改
革
案
に
は
環
境
運
動
団
体
か
ら
の
一

定
の
支
持
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一

方
で
、
改
革
の
結
果
、
審
査
の
遅
延
拡

大
や
、
却
下
案
件
の
増
加
が
生
じ
れ
ば
、

蔡
英
文
政
権
が
推
進
す
る
五
大
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
計
画
を
含
む
多
く
の
開
発
計

画
が
影
響
を
受
け
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

社
会
運
動
か
ら
の
政
権
入
り
は
他
の

政
府
機
関
で
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
多
く

は
大
臣
ク
ラ
ス
に
次
ぐ
、
次
長
相
当
で

の
登
用
で
あ
る
。
内
政
部
次
長
、
労
働

部
次
長
、
行
政
院
農
業
委
員
会
副
主
任

委
員
、
国
家
発
展
委
員
会
副
主
任
委
員

等
に
「
社
運
」（
社
会
運
動
）
関
係
者

が
登
用
さ
れ
た
。「
社
運
次
長
」
の
登

用
に
よ
り
蔡
英
文
政
権
は
社
会
運
動
と

の
対
話
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

以
上
の
人
事
を
通
じ
て
社
会
運
動
の
意

見
が
ど
の
よ
う
な
形
で
政
策
に
反
映
さ

れ
る
か
、
今
後
の
展
開
が
注
目
さ
れ
る
。
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